
「井筒屋ウィズカード」会員規約 新旧対照表 

（2021年11月1日改定） 

 

◆ 第４章 個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項   

改定前 改定後 

第１条 （個人情報の収集・保有・利用・提供、預託） 

会員（申込者を含みます。以下同じ。）は、株式会社井筒

屋ウィズカード（以下「当社」といいます。）が、会員の

個人情報（本条（1）に定めるものをいいます。）につき

必要な保護措置を講じたうえで以下の個人に関する情報

（以下「個人情報」といいます。）を収集し、利用するこ

とに同意するものとします。 

（１）～（４）省略 

（５）当社が本規約に関する与信業務及び債権管理業務

の一部を提携先企業に委託する場合に、当社が（1）及

び（2）により収集した個人情報を保護措置を講じたう

えで、当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用

することがあること。なお、新たに提携先企業が追加

変更された場合は、通知または公表するものとしま

す。 

【提携先企業】 

 名称：ニッテレ債権回収株式会社 

 住所：〒108-0023 東京都港区芝浦3-16-20 芝浦前川

ビル5階 

 電話：03－3769－4611 

 名称：弁護士法人駿河台法律事務所 

 住所：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-3 

神田小川町SKYビル4階 

 電話：03－5283－8811 

名称：ＮＴＳ総合弁護士法人 

 住所：〒108-0023 東京都港区芝浦3-16-20 芝浦前川

ビル6階 

 電話：03－6453－7040 

第１条 （個人情報の収集・保有・利用・提供、預託） 

会員（申込者を含みます。以下同じ。）は、株式会社井筒

屋ウィズカード（以下「当社」といいます。）が、会員の

個人情報（本条（1）に定めるものをいいます。）につき

必要な保護措置を講じたうえで以下の個人に関する情報

（以下「個人情報」といいます。）を収集し、利用するこ

とに同意するものとします。 

（１）～（４）省略 

（５）当社が本規約に関する与信業務及び債権管理業務

の一部を提携先企業に委託する場合に、当社が（1）及

び（2）により収集した個人情報を保護措置を講じたう

えで、当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用

することがあること。なお、新たに提携先企業が追加

変更された場合は、通知または公表するものとしま

す。 

【提携先企業】 

 【削除】 

 

 

 

 名称：弁護士法人駿河台法律事務所 

 住所：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-3 

神田小川町SKYビル4階 

 電話：03－5283－8811 

 名称：ＮＴＳ総合弁護士法人 

 住所：〒108-0023 東京都港区芝浦3-16-20 芝浦前川

ビル6階 

 電話：03－6453－7040 

 


